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告
　
　
　
示
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開
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業
　
局

○
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梨
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正
す
る
規
程
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…
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六
三
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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
三
百
二
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
峡
北
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
九
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

北
杜
八
ヶ
岳

北
杜
市
須
玉
町
若
神
子
字
小
林
三
〇

二
五
〇
・
〇
平
成
二
十
二

公
園
線

九
四
番
の
一
地
先
か
ら

年
十
一
月
八

北
杜
市
須
玉
町
若
神
子
字
古
城
三
三

日

五
八
番
の
一
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
三
百
三
十
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
、
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備

部
砂
防
課
及
び
峡
東
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
土
砂
災
害
警
戒
区
域

市
町
村
名

土
砂
災
害
警
戒

土
砂
災
害
の
発
生

区
域
の
名
称

原
因
と
な
る
自
然

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

現
象
の
種
類

山
梨
市

南
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

（
図
面
省
略
）

南

急
傾
斜
地
の
崩
壊

西
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
ノ
平

急
傾
斜
地
の
崩
壊

押
手
沢
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

押
手
沢
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

膝
立
Ⅱ
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

膝
立
Ⅱ
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

西
平
等
川
―
１

土
石
流

西
平
等
川
―
２

土
石
流

平
等
川

土
石
流

向
山
川

土
石
流

中
沢

土
石
流

江
曽
原
沢

土
石
流

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
八
十
七
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
一
月
八
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

六
三
三

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
二
年

十
一
月
八
日

第
二
千
八
十
七
号

月　曜　日



天
神
川

土
石
流

神
峰
川

土
石
流

荒
神
沢

土
石
流

切
通
沢

土
石
流

小
反
久
保
沢

土
石
流

細
田
沢
―
１

土
石
流

細
田
沢
―
２

土
石
流

花
後
沢

土
石
流

滝
沢
川
―
１

土
石
流

滝
沢
川
―
２

土
石
流

西
川
―
１

土
石
流

西
川
―
２

土
石
流

西
川
―
３

土
石
流

西
川
―
４

土
石
流

姥
石
沢

土
石
流

膝
立
沢

土
石
流

赤
芝
川

土
石
流

わ
る
沢

土
石
流

宮
ノ
入
西
沢

土
石
流

宮
ノ
入
沢

土
石
流

膝
立
沢
の
２

土
石
流

押
手
沢

土
石
流

古
宿
入
り
沢

土
石
流

二
　
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

市
町
村
名

土
砂
災
害
特
別
警
戒

土
砂
災
害
の
発
生

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表

区
域
の
名
称

原
因
と
な
る
自
然

示
及
び
当
該
自
然
現
象
に
よ
り

現
象
の
種
類

建
築
物
に
作
用
す
る
と
想
定
さ

れ
る
衝
撃
に
関
す
る
事
項

山
梨
市

南
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

（
図
面
省
略
）

南

急
傾
斜
地
の
崩
壊

西
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
ノ
平

急
傾
斜
地
の
崩
壊

押
手
沢
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

押
手
沢
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

膝
立
Ⅱ
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

膝
立
Ⅱ
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

西
平
等
川
―
１

土
石
流

西
平
等
川
―
２

土
石
流

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
八
十
七
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
一
月
八
日

六
三
四



中
沢

土
石
流

神
峰
川

土
石
流

荒
神
沢

土
石
流

切
通
沢

土
石
流

小
反
久
保
沢

土
石
流

花
後
沢

土
石
流

滝
沢
川
―
１

土
石
流

滝
沢
川
―
２

土
石
流

西
川
―
１

土
石
流

西
川
―
２

土
石
流

西
川
―
３

土
石
流

西
川
―
４

土
石
流

姥
石
沢

土
石
流

膝
立
沢

土
石
流

わ
る
沢

土
石
流

宮
ノ
入
西
沢

土
石
流

膝
立
沢
の
２

土
石
流

押
手
沢

土
石
流

古
宿
入
り
沢

土
石
流

山
梨
県
告
示
第
三
百
三
十
一
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
、
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備

部
砂
防
課
及
び
中
北
建
設
事
務
所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。）
に
供
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
土
砂
災
害
警
戒
区
域

市
町
村
名

土
砂
災
害
警
戒

土
砂
災
害
の
発
生

区
域
の
名
称

原
因
と
な
る
自
然

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

現
象
の
種
類

甲
斐
市

小
川

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

（
図
面
省
略
）

本
村

急
傾
斜
地
の
崩
壊

本
村
の
２
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

本
村
の
２
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
芦
沢
の
２
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
芦
沢
の
２
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
福
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
福
沢
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
福
沢
の
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
福
沢
の
４

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
福
沢
の
５

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
福
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
八
十
七
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
一
月
八
日

六
三
五



前
屋
の
２
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

前
屋
の
２
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

安
寺

急
傾
斜
地
の
崩
壊

安
寺
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

打
返
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

藤
ノ
木
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
村
の
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
村
の
４

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
下
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
下
の
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

外
道

急
傾
斜
地
の
崩
壊

池
ノ
原

急
傾
斜
地
の
崩
壊

伊
豆
ノ
宮

急
傾
斜
地
の
崩
壊

道
尾

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
境
道
東

急
傾
斜
地
の
崩
壊

滝
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
谷
戸
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
谷
戸
の
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
谷
戸
の
４

急
傾
斜
地
の
崩
壊

岩
森
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

清
沢
―
４

土
石
流

清
沢
―
５

土
石
流

清
沢
―
６

土
石
流

清
沢
―
７

土
石
流

清
沢
―
８

土
石
流

清
沢
―
９

土
石
流

清
沢
―
１０

土
石
流

北
久
保
沢

土
石
流

西
平

土
石
流

久
保
入

土
石
流

二
　
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

市
町
村
名

土
砂
災
害
特
別
警
戒

土
砂
災
害
の
発
生

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表

区
域
の
名
称

原
因
と
な
る
自
然

示
及
び
当
該
自
然
現
象
に
よ
り

現
象
の
種
類

建
築
物
に
作
用
す
る
と
想
定
さ

れ
る
衝
撃
に
関
す
る
事
項

甲
斐
市

小
川

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

（
図
面
省
略
）

本
村

急
傾
斜
地
の
崩
壊

本
村
の
２
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

本
村
の
２
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
八
十
七
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
一
月
八
日

六
三
六



下
芦
沢
の
２
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
芦
沢
の
２
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
福
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
福
沢
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
福
沢
の
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
福
沢
の
４

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
福
沢
の
５

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
福
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

前
屋
の
２
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

前
屋
の
２
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

安
寺

急
傾
斜
地
の
崩
壊

安
寺
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

打
返
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

藤
ノ
木
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
村
の
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
村
の
４

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
下
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
下
の
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

外
道

急
傾
斜
地
の
崩
壊

池
ノ
原

急
傾
斜
地
の
崩
壊

伊
豆
ノ
宮

急
傾
斜
地
の
崩
壊

道
尾

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
境
道
東

急
傾
斜
地
の
崩
壊

滝
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
谷
戸
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
谷
戸
の
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
谷
戸
の
４

急
傾
斜
地
の
崩
壊

岩
森
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

清
沢
―
４

土
石
流

清
沢
―
５

土
石
流

清
沢
―
６

土
石
流

清
沢
―
７

土
石
流

清
沢
―
８

土
石
流

清
沢
―
９

土
石
流

清
沢
―
１０

土
石
流

北
久
保
沢

土
石
流

久
保
入

土
石
流

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
八
十
七
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
一
月
八
日

六
三
七



企
　
業
　
局

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
七
号

山
梨
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
八
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者
　
　
小
　
　
林
　
　
勝
　
　
己

山
梨
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
梨
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

「

別
表
第
三
局
本
庁
の
項
支
給
区
分
の
欄
中
　
　
七
　
　
　
　
種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

」

七
　
　
　
　
　
種

（
管
理
者
が
認
め
る
者
に
あ
っ
て
は
六
種
　
　
に
改
め
る
。

）

」

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
企
業
職
員
の
給
与
に

関
す
る
規
程
別
表
第
三
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
八
十
七
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
一
月
八
日

六
三
八


